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Sincethemid-nineteenthcentury,theresourcefrontierinpeninsularMalaysiahasbeen
convertedintoagriculturallandonalargescaleandhasattractedagreatnumberof
peopleofvarioussocioeconomicandethnicbackgrounds.Suchanexpansionofhuman
habitatinpeninsularMalaysiahasengenderedvariousimportantsocietalandacademic
problemsassociatedwiththesocialandeconomicdevelopmentofthecountry.This
studyisfundamentallyconcernedwiththeecologicalandsocialrelationsembodiedin
agriculturallanddevelopmentintheresourcefrontierinpeninsularMalaysiaandtheir
historicalchangeswithspecificreferencetothelocalsocietyofRengit,inBatuPahat
district,JohorState.Theanalyticalfocusisplacedupon:(1)theadaptiveprocessof
individualvillagers,groupsofindividuals,andlocalsocietyasawholetothechanglng
localecosystem andwiderpoliticaleconomy;(2)thedegreeofassociationandintegra-
tionamongvillagerswhosesocioeconomicandculturalbackgroundsseem tovaryto
someextent.Thedescriptionandanalysisarecarriedoutbyintegratingthebiophysical
andhumanelementsoftheaboveissuesintoaconceptualframeworkofculturaトpoliti-
Calecology,whichpaysattentiontopowerrelations,socialrelations,andconflictsover
resourcemanagementinthespecificecologlCalsetting.

Sincethebeginningofthiscentury,alargeamountofnew agriculturallandhas
beendevelopedinlowlandJohoralongthewestcoast,ofwhichtheareastudiedisa
part.ThishasbeenmainlypromotedbyJavaneseandotherIndonesians. Chinese
tradersandfarmers,althoughfewinnumber,alsoplayasignificantroleinthedynamics
ofthelocalsociety.ThispaperisstructuredaroundabriefcasestudyofaJavanese
landlordandthemanagementofhis120-acreestate,whichisexpectedtocontributeto
elucidatingthecomplexwebofinteractionswithinandbeyondthelocalsociety.Firstly,
thehistory,ecology,andsocioeconomyoftheareastudiedisoutlinedattwolevels,state
andlocalsociety.A detaileddescriptionofthelandlordisalsogiven.Secondly,the
changesinoilpalm andcoconutfarmingareanalyzedinrelationtothelocalecology
andeconomy.Thirdly,centeringontheselectedlandlord,theprocessoflandacquisition
byindividualsmallholdersisexaminedbasedonmaterialsobtainedfrominterviewsand
asurveyofhistoricaldocumentsincludingofficiallandrecords.Finally,byexamining
theorganizationandsocialbackgroundofestateworkers,theimportanceofthevaried
socialandpoliticalrelationsamongthoseinvolvedinestatefarmingisdiscussed.
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Ⅰ は じ め に

マレー半島最南部のジョホール州では, 19世紀末から今日にいたる過去 100年はどの間に,

低湿地や丘陵部の広大な面積の熱帯林が,｢小農 (pekebunkecil-smallholder)｣の自発的

な開拓1)やプランテーション開発,政府の入植計画などによって,主として商品作物を栽培す

る農用地に生まれ変わってきた｡ この過程で,華人,インド人,マレー人, ジャワ人,ブギス

人など,異なる文化的 ･社会経済的背景を持っ人々がこの開拓空間に移り住み,新たな ｢社会

生態空間｣[矢野 1990:7-11]を作 り上げている｡筆者は, これらの人々が,相互に異なる

文化的 ･社会的環境となりながらも,2) 資源 ･制度 ･一定の価値などを共有 しつつ, 特定の地

域において形成 してきた環境対応の様式 とその変動を,地域的な自然生態環境,マクロな政治

経済的環境の変化との関連の下に, 文化 ･政治生態学 (cultural-politicalecology) とでも

いうべき枠組みを用いて,具体的に明 らかにすることができないかと考えている｡

マレーシアは,｢複合社会｣ の代表例の 1つとされる [中根 1987:159-165]｡3) しかしなが

らそのありように関わる具体的な研究は,マレーシアという国家 レベルで考察される政治 ･経

済活動に焦点を当てた場合が多 く,在地のレベルでは,民族別のコミュニティ4)研究に分解 し

て しまい,異なる民族の共存のありかたそのものを問題にした議論は十分に熟 していない｡筆

者が研究対象として個別民族の小宇宙的なコミュニティをとりあげるのでなく,一定の広がり

を持 った地域社会という単位を設定 しようとしているのは,そのような理由からである｡ 都市

は, きわめて狭い空間の中に多様な民族が共存する場として,複合社会の考察の格好の対象と

なりうるが,半島マレーシアの農村地域 も,一定の広がりを持った地域社会のレベルで考えれ

ば,マレー人だけの世界でもなければ華人だけの世界でもなく,それは明らかに複合社会の様

相を示 している｡確かに, ｢ある地理的な広がりのなかに, ある人々がいて, その社会と文化

が, あたかも統合された全体としてあると考える必要は必ずしもない｣ [山下 1986:435]｡

だが しかし,半島マレーシアの都市社会が,あるいは農村地域社会が,各民族のコミュニティ

1) 本論では,政府の入植計画によらない小農の開拓を,小農の ｢自発的な｣開拓と表現する｡

2) 人間1人 1人もまた,社会的役割を担った個体として,社会的環境の要素として考えることができ
る [鈴木ほか 1990:12]｡

3) ここではとりあえず,全体社会が複数の民族から構成されているような社会を,｢複合社会｣ と呼
んでいる｡ ファー-パル (Furnivall,∫.S.) のいう複合社会 (pluralsociety)概念には,複合状

況に対する特定の含意があり [加藤 1990:224],それがそのままマレーシアにあてはまるわけで
はないが,多様な複合状況の仕組みを具体的に明らかにする作業はきわめて重要だといえる [Cf.

坪内 1990]｡
4) 本論でいうコミュニティ (Community)とは,村落 (village)に代表される,もっとも基本的な

地縁集団 [鈴木はか 1990:43-44]のことであり,インドやマレーシア社会論における民族的社

会集団としてのコミュニティ (共同社会/共同体)のことではない｡
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の単なる ｢寄せ集め｣にすぎないかどうかは,様々な角度から考察を加え,注意深 く議論を進

めていく必要がある｡

マレーシアはまた,その多 くが比較的新 しい時代に開かれた開拓空間であり,そこには多様

な民族集団が共存 していることから, ｢特異な社会文化類型｣ としてのフロンティア概念 [田

中 1993:125-133]が,その理解を図るうえで有用であろう｡前世紀まで, きわめて人口希

薄な空間として存在 したマレー半島は,今世紀の初頭をピークに華南,南インドを中心とする

アジア大陸部,スマ トラ, ジャワを中心 とする東南アジア島峡部から多 くの移民を受け入れて

きた｡ これにマレー半島土着の人々を加えた各民族集団は,固有の自然生態環境に,またイギ

リスの植民地統治から独立後の国家形成へといたる,伝統的なものともホームランドにおける

ものとも異なる新たな政治経済的環境に,さらには異なる民族集団の存在という新たな文化

的 ･社会的環境に自らを適応させていく必要に迫 られた｡そしてその過程で, この開拓空間に

は,各民族集団を巻き込んだ新たな社会関係あるいは社会秩序が形成され,結果として今日ま

で複合社会が維持されてきたのだと考えられる｡

共通の価値や文化に裏付けられた共同体という意味では,国家のレベルにおいても,在地の

レベルにおいてもマレーシア社会と呼べるようなものはなく, この開拓空間に存在するのはマ

レー人社会であり, 華人社会であり, インド人社会で しかないのかもしれない｡ しか しなが

ら,開拓空間の複合社会を支える社会関係あるいは社会秩序が何であるのかを議論することな

くしては,在地のレベルでの各民族のコミュニティ研究の成果をマレーシア社会論というかた

ちで発展させていくことは不可能であろう｡

なお,本稿は,筆者がこれまでに実施 した1991年12月～1992年 1月,1992年 7月～ 9月,

1993年 9月～1994年 2月の3回にわたる現地調査にもとづくものである｡5)

Ⅱ 研 究 対 象 地 域

1 ジョホール州における農業の地域構造

19世紀を通 じて,ジョホール州の農業開拓にパイオニア的な役割を果たしたのは華人であっ

5) 1992年 7月～9月の滞在は,文部省国際学術研究 ｢多民族国家マレーシアにおける 『共同体』の総

合的研究 (研究代表者 :宮崎恒二,研究課題番号 :03041033)｣,1993年 9月～1994年 2月の滞在は

9月～12月が, 文部省国際学術研究 ｢多民族国家マレーシアにおける 『文化生態』 の総合的研究

(研究代表者 :菱口善美,研究課題番号 :05041015)｣, 12月～2月が,福武学術文化振興財団研究

助成 ｢マレーシア ･ジョホール州における農業開発の文化生態学的研究｣によるものである｡第 1

回目の滞在では,ジョホール州一帯のイクステンシブな踏査と現地研究者,政府役人の意見などを

参考にして,調査地をマラッカ海峡沿岸低地のバ トゥ･パハッ県,ルンギッ一帯に決定 した｡第2
回目と第 3回目の滞在では,調査地の農村部にあるジャワ系マレー人世帯に住み込み,調査地域の

農業生態環境,人口,世帯,生業活動等の概要把握,ルンギッの町の県 ･土地事務所支所 (Peja-
batTanahdanDaerahKecil,Rengit)に保管されている1920年代からの土地登記簿の探索等を

行った｡現地での調査研究を可能にしてくださった関係者各位に,記 して感謝申し上げます｡
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図 1 ジョホール州

た｡彼 らはジョホール水道に注 ぐいくつかの河川の流域,バ トゥ･パ- ッ (BatuPahat),ム

アール (Muar)の両水系を中心とする西海岸, それに東海岸の一部にガンビールとコショウ

の農園を開き 1890年代の初頭には,その人口は21万に達 していたと推定される [Jackson

1968:25]｡ 一方で, 19世紀の末にいたるまで, ジョホール州におけるマレー系の人口は取る

に足 らないものであった｡1911年のセンサスでも, その数は 11万人ほどにすぎないが,今世

紀の初頭以降,おもに西海岸沿いに入植 したジャワ人その他のインドネシア人の移民によりそ

の数は急速に増大を始める [Gullick1987:14,112]｡6)彼 らはおもにゴムやココナツの小農園

(kebunkecil-smallholding)経営に関係 した｡ 半島西海岸よりの内陸部の丘陵地帯では,

1900年代～1920年代にかけて, ゴム ･ブームとマラヤ鉄道の開通により, ヨーロッパや日本の

資本によるプランテーションの開発が進められた｡ ジョホール州の東半分の内陸部は,今日で

も多 くの未開地が残された地域であるが,独立後は各地に,FELDA(FederalLandDevelop-

6) 1911年のセンサスのマレ一系人口には,インドネシア各地からの移民も含まれる｡マレーシアに定
着し,｢マレー人｣化していったインドネシア各地からの移民集団は,土着のマレー人 (local
Malay) に対して, ｢フォーリン･マレー (foreignMalay)｣ と呼ばれることがある [Gullick
1987:98]｡
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表 1 ジョホール州の農地の部門別構成 (県別) (%)

県 小 農 民間エステート 政府機関

Muar
BatuPahat
Pontian

1

2
1

7

7
9

0

5
8

2

2

9

4
1

0

0
0

0

0
0

1

1
1

Segamat
Kluang
JohorBahru

5
1
5

3
2
2

4
3
5

3
5
5

1
7
0

3
2
2

0
0
0

0
0
0

1
1
1

Mersing
RotaTinggl

6
32

0
4
8
6

合 計 40 32 28 100

出所 :LapwanStatistikPertanianNegen'JohorDaTuLTa'zimTahun1991のデータをもとに計算

mentAuthority:連邦土地開発庁)などの政府機関による計画的な入植地が開かれている｡

以上のようなジョホール州における開拓の歴史は,現在のジョホール州の農業の地域構造の

上にもはっきりと反映されている｡ ジョホール州政府 ･農業局 (JabatanPertanianNegeri

JohorDarulTa'zim)の 1991年の統計によれば,マラッカ海峡沿岸低地の3つの県 (ムアー

ル,バ トゥ･パ-ッ,ボンティエン (Pontian))では,100エーカー未満の小農園 7)が,農地

の 7割～9割を占めている｡これに対 し半島中央部の丘陵地帯に位置する3つの県 (スガマッ

(segamat), クルアン (Kluang), ジョホール ･バル (JohorBahru))では, 100エーカー

以上の民間エステー ト (estetswasta-privateestate) の比重が高 くなり, クルアンとジョ

ホール ･バルでは,農地の 5割以上を占める｡ 一方,半島の東側を占める2県 (メルシン

(Mersing), コタ･ティンギ (KotaTinggi)) では政府機関 (agensikerajaan-govern-

mentagency) による計画的な入植地の比重が圧倒的に高くなり, メルシンでは農地の8割

にまで達 している (表 1)｡

ジョホール州の場合, 100エーカー未満の小農園で栽培される作物の大部分は商品作物であ

り,その中心は,伝統的にはゴムとココナツであった｡特に前者は,現在でも農地の5割程度

を占めているが, 1970年代以降はオイル ･パーム-の転換もある程度進んでいる｡ そのはか

には,コーヒー,パイナップル,ココアなどの商品作物が少量栽培されている.一万 100エー

カーを越える民間エステー トでは,かつてははぼ例外なくゴムが栽培されていたが,小農園に

比べてはるかに早いスピー ドでオイル ･パームへの転換が進み,現在では農地の7割程度にま

で達 している｡ おもに独立後に開拓された政府機関による計画的入植地では,オイル ･パーム

の比重はさらに高くなり,農地の8割程度を占めている (表 2)｡

以上にみたような地域ごとの農業経営形態の構成比の相違と,各農業経営形態における作物

7) マレーシアの政府統計では,100エーカー未満の農園を小農園,100エーカー以上の農園をェス
テート(estet-estate)と定義している｡
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表 2 ジョホール州の農地の作物別構成 (部門別) (%)

部 門 総 計 ゴ ム ,a/_I: ● ココナツ ココア コ- - I;ニナツ 果 樹 米 野 菜 -ナナ 牧 草

小 農 100 48 20 11 2 3 2 7 1 3 2 0
民間エステー ト 100 28 68 0 2 0 1 0 0 0 0 0
政 府 機 関 100 16 80 0 0 0 0 1 0 0 0 3

出所 :LaponnStatistikPertanianNegen'JohorDarulTa'zimTahun1992のデータをもとに計算
注 :各作物の面積比率は,作物別面積の総計に対する比率｡

表 3 ジョホール州の農地の作物別構成 (県別) (%)

県 農 地総面積 ゴ ム ,*<1': ' ココナツ ココア コーヒー ';:Vナ ツ 果 樹 米 野 菜 -ナナ 牧 草

Muar 100 62 25 7 5 1 2 8 1 1 1 1

BatuPahat 100 38 39 16 1 4 2 3 0 1 1 2

Pontian 100 22 38 19 0 3 8 4 0 1 5 0

Segamat 100 54 41 0 2 0 0 3 0 0 1 0

Kluang 100 20 74 0 1 0 2 1 0 1 0 1

JohorB a hru 100 30 61 1 2 1 0 3 0 9 2 0

Mersing 100 9 66 3 1 0 0 2 1 1 0 1

KotaTinggl 100 19 73 1 1 0 0 3 0 1 1 1

出所 :LaporanStatistikPertanianNegen'JohorDarulTa'zimTahun1992のデータをもとに計算

注 :各作物別の面積比率は,農地総面棟に対する比率｡したがって作物別の合計は100にならない.

の特徴をあわせてみることにより,ジョホール州の内部における農地利用のおおまかな地域性

を理解することができる｡すなわち,小農園の卓越するマラッカ海峡沿岸低地の3県では,ゴ

ムにココナツを加えた伝統的な商品作物が現在でもオイル ･パームの栽培面積を上回っている

のに対 し,民間エステー トの卓越する半島中央部丘陵地帯の3県では,オイル ･パームの比重

が沿岸部に比べて高 くなる｡ そして政府機関による計画的入植地の卓越する半島東部の2県で

は,その傾向はいっそう強くなるのである.その他では,ムアール,スガマッの北部の2県に

おいてゴムの比重が高 くなり,民間エステー トや政府機関による計画的入植地ではあまり栽培

されることのないココナツやコーヒー,パイナップルは,マラッカ海峡沿岸低地の3県に集中

している (表 3)｡ このうち筆者が取 り上げようとしているのは,小農園が卓越 し, オイル ･

パームのみならずココナツやコーヒー,ココアやパイナップルといった様々な商品作物が栽培

されている,ジョホール州西部のマラッカ海峡沿岸低地である｡

2 ルンギッ地域

ジョホール州西海岸の主要都市バ トゥ･パ- ッか らボンティエンへ,地元ではタンパ ッ

(tambak-堤防道路) と呼ばれる海岸沿いの幹線道路をたどると, この一帯では比較的大き

な河川 (sungai) の渡河点に,西からスンガラン (Senggarang),ルンギッ (Rengit), ベ

362



永田 :ジョホールにおけるある在地権力者の農園経営

ヌー (Benut), アイル ･バロイ (AyerBaloi) と, マレー語でプカン (pekan)と呼ばれる

小さな町を兄いだすことができる (図 1)｡ それぞれの河川の流域は 1つのエコロジカルな単

位となっているが,それがまた,歴史的,社会経済的にみて, これらのプカンを中心とした地

域社会の単位 ともなっている｡筆者が研究対象に取 り上げたのは, ジョホール州西部のマラッ

カ海峡沿岸低地に位置するプカン･ルンギッとその後背地,すなわちルンギッの地域社会であ

る｡行政区画の上ではバ トゥ･パ- ッ県の 2つのムキム (mukim:那), ムキム ･スンガイ ･

プンゴール (Mukim SungaiPunggor) とムキム ･スンガイ ･クルアン (Mukim Sungai

Kluang)の領域にはぼ一致する｡ 2つのムキムをあわせた面積は 186.48k丘 1991年の国勢調

査によれば 5,105世帯, 2万4,728人が居住する｡ このうちプカン･ルンギッには335世帯,

1,687人が居住 している｡

2-1 生態環境

バ トゥ･パ- ッから, マレー半島最南端に近いククップ (Kukup) にいたるマラッカ海峡

沿岸低地は,前世紀の末まで,海岸線のマングローブ林とその背後に広がる広大な湿地性の熱

帯林が, ガ ンビールとコショウの栽培を企図 した華人 プランターの内陸への進入を阻み

[Jackson1968:28], きわめて人口希薄な未開地 として存在 していた｡今世紀の初頭に始まる

この地域の開拓は,おもにジャワ人を中心としたインドネシアからの自発的な移民集団による

ものである｡ 彼 らは,海岸線に堤防を築き,マングローブ林を干拓 し,マラッカ海峡に注 ぐ小

規模な河川や新たに掘削 した水路 (parit) に沿 って農園を切 り開いていった｡ 海岸部から内

陸へ 10- 15kmほど入ると, この地域では厚い泥炭地 となる｡マラヤ鉄道沿いにプランテー

ションの開発が進められた丘陵部の縁まで,バ トゥ･パ-ッ,ボンティエン,クルアンの県境

に広がるこの幅 20kmはどの帯状の泥炭地は,第 2次大戦後まで未開のジャングルとして残さ

れていた｡ この一帯の開発は, 1960年代後半から1970年代にかけてのマレーシア国内からの

集団入植を得たねばならない｡

近年, この地域の生態環境に大 きな変化を与えたのは,世界銀行の資金的援助を受けてマ

レーシア連邦政府によって実施されたジョホール西部総合農業開発計画第 1期 (WestJohor

IntegratedAgriculturalDevelopmentProgramme(IADP)Phase1)である｡1974年に始

まり1988年に完了 したこの事業は,ルンギッ地域西縁のパ リッ･ボタッ (ParitBotak)か ら

マレー半島最南端のタンジュン･ピアイ (TanjungPiai) にいたるマラッカ海峡沿岸低地を

対象とし,農業 ･農村開発の様々な施策の中で,泥炭地の開墾や海岸線の堤防の強化,排水路

網,農道網の拡充といった農業インフラストラクチャーの整備を重点的に行った｡ もともとこ

の地域はきわめて低平で, 海岸部での標高が 1.2m, 丘陵部の縁までいっても12.0m しかな

い｡高潮時には海水面が 2.3m程度上昇 し,かなり内陸まで河川や排水路の水位が押 し上げら

れた [Lim 1991:126]｡ 排水条件はきわめて悪 く, 雨期には毎年のように洪水に見舞われた
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図2 ルンギッ地域 (1970年代前半)

出所 :｢PetaTopografi,SiriL7010｣Senggarang(1971),YongPeng(1976)
をもとに作成

注 :図中の番号は表 5に対応｡

という｡ ジョホール西部 IADPが完了 してか らは,そのようなことはほとんどなくなった｡

ルンギッ地域でもマラッカ海峡に注 ぐ河川や排水路の河口部には水門が整備され,海岸線に

は強固な堤防と水位を調整するための水路が建設されている (図 2)｡ かつては, 5血ほど内

陸に入ったパ リッ･ハジ･アブ ドゥル ･ラフマン (ParitHajiAbdulRahman)付近まで海

水が進入 し,農園が海水をかぶるというようなことも時々あったが,水門が整備されてから
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は,河川や排水路に海水が入ることはない｡このほか内陸部には従来の南北方向の排水路を

ショー トカットするかたちで東西方向の幹線排水路が何本か建設され,排水条件が格段に向上

している｡ ルンギッ地域の北東部は,深さ3m以上の泥炭地となるが, この一帯も1960年代

後半以降に農地として開拓され,現在では未開のジャングルはほとんど残されていない｡

2-2 農地利用

ルンギッ地域の農地は,大部分が 100エーカー未満の小農園であり, 1970年代の初めまで,

そのほとんどがココナツ農園であった｡この他にピナンやコーヒー,ゴムが若干栽培されてい

たが,なかでもゴム農園の少なさがきわだっている｡ムアールからククップにかけてのマラッ

カ海峡沿岸低地は, ココナツがカンポン (kampung) 的土地利用 8)の構成要素としてではな

く,ゴムと同じように小農園で商業的に栽培されている地域であるが,その大部分は海岸にご

く近い場所に集中している｡内陸に 15-20kmも入った地点でココナツが卓越 しているのは,

このルンギッ地域とバ トゥ･パ-ッの西郊,ムアール県との県境にかけての2カ所 しかない

(図3)｡ルンギッ地域とさして生態環境が異なるとは思われない,西隣のスンガラン地域,秦

隣のベヌー地域では,沿岸部でこそココナツが卓越 しているものの,少 し内陸に入るとゴムの

図3 ジョホール州南西部におけるココナツ,ゴム,オイル ･パームの
分布 (1984年)

出所 :連邦政府農業局 ｢PenggunaanTanah1984JohorDarulTakzim｣
をもとに作成

8) カンポン (kampung) という言葉で,住居と,それを取り囲む果樹 (ココナツ,バナナなど)や

根菜類 (タピオカ,ヤムなど)などか らなる複合的な土地利用形態をさす ことがある [Voon

1977:500;KhooandVoon1977:52]｡
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表 4 ルンギッ地域の農地の作物別構成 (ムキム別) (%)

ム キ ム 農 地絵面積 ゴ ム ,T 'LV. ココナツ ココア コ-卜 ';こナツ 果 糖 米 野 菜 -ナナ 牧 草

Sg.Punggor 100 3 22 78 12 23 2 0 0 0 0 0
Sg.Xluang 100 0 25 66 14 22 6 0 0 0 6 0

出所 :LaPoranSiaListik肋 nianDaenhBatuPzzhatTahun1991のデータをもとに計算
注 :各作物の面穣比率は,農地総面積に対する比率｡したがって作物別の合計は 100にならないo

栽培地帯となるのときわめて対照的である｡現在では,ココナツ農園は,ルンギッ地域の農地

の7割ほどに減少し, 4分の 1ほどは,オイル ･パーム農園に変化 した｡さらにココナツ農園

の半数近 くで, コーヒー,カカオ,あるいはバナナが間作されている (表4)｡全農地の 4%

ほどを占めるパイナップルは,酸性土壌に適 した作物であることから,北東部の泥炭地に集中

している｡行政区画上はクルアン県に入るが,ルンギッ地域の北東部に隣接する広大な泥炭地

には,マレーシアでも最大規模のパイナップル ･エステートが広がっている0

2-3 集落と行政機構

ルンギッ地域の集落景観は,比較的新しい開拓地であることを反映して,散村的であるとい

える｡ 1戸 1戸の住宅は,ジャラン･ラヤ (jalanraya)と呼ばれる幹線道路や,水路に平行

して走る支線道路に沿って点々と現れる｡ルンギッ地域の土地利用の 1つの特徴は,ほとんど

の場合, ココナツやオイル ･パームの小農園の一角に住居が建てられており,水田 (sawah)

はもちろんのこと,カンポン的土地利用といえるような,自給的な食料作物生産と住居のため

の土地が特に区別されていないという点である｡これらの農地利用区分は,土地登記簿の上で

も農業統計の上でもほとんど現れない｡もっとも,住宅のまわりに様々な有用果樹を植え付け

て,カンポン的な土地利用景観をなしている場合は少なくないo

カンポンという言葉はまた,集落の名称を示すためにも使われている｡この地域では多くの

場合,ある 1本の水路に沿 って並ぶ一群の家々に対 して,カンポン･パ リッ･プルパ ッ

(Kampung ParitPerpat) とか, カンポン･スンガイ ･プンゴール (Kampung Sungai

punggor) といったように, その水路名と同じカンポン名が与えられている｡ もっとも,多

くの水路は南北 15- 20kmにも及ぶか ら, ラウッ (laut:海側), タンパ ッ, トゥンガッ

(tengah:中間), ダラッ (°arat:陸側)のように分けて呼ばれることもある｡ ここで重要な

のは,ある1つのカンポン名で呼ばれる家々が,必ずしも1つの社会的なまとまりをなしてい

るわけではないという点である｡

土地行政 ･地域行政の上から,地図上にその領域を画定できるのは,県の下位区分としての

ムキムまでである｡各ムキムには,その長としてプンフル (penghulu)と呼ばれる行政官が

おり,県行政官 (DistrictOfficer)ならびに県土地行政官 (DistrictLandAdministrator)
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を頂点とするバ トゥ･パ-ッの土地 ･県事務所 (PejabatTanahdanDaerah)に服属 してい

る｡ プカン･ルンギッには,ムキム･スンガイ ･プンゴール,ムキム ･スンガイ ･クルアン,

ムキム･カンポン･パル (Mukim KampongBahru)の3つのムキムを管轄する土地 ･県事

務所の支所 (PejabatTanahdanDaerahKecil,Rengit)があり,副県行政官兼副土地行政

官 (AssistantDistrictOfficer/AssistantLandAdministrator)が駐在 している｡ムキムよ

り下位の地域行政機構としては, 村落開発安全委員会 (JKKK-JawatankuasaKemajuan

danKeselamatanKampung) と呼ばれるものがあるが, これは,各ムキムの領域に存在す

る家々を,その位置関係に基づいていくつかのグループにまとめ,地域行政の末端に位置づけ

たものである｡基本的には家々の集まりであるから,地図上にその境界を明示することはでき

ない｡ムキム ･スンガイ ･プンゴールには9つ, ムキム ･スンガイ ･クルアンには7つの

JKKKが存在 し,それぞれの長としてクトゥア ･カンポン (ketuakampung)がおり,プン

フルの下に入る｡ ここで注意 しなくてほならないのは,ある 1つのカンポン名が指示する範囲

とJKKKの範囲が, 必ず しも一致 しないという点である｡ たとえば, カンポン･スンガイ ･

プンゴールの家々は, 4つのJKKKに分かれて属するし, JKKKパ リッ･プルパッ･ラウッ

には,カンポン･スンガイ ･プンゴールの一部 も含め, 4つのカンポンに位置する家々が含ま

れている｡9)

3 問題の所在と調査の方法

ルンギッの地域社会を研究対象として取り上げることは,マレーシア社会研究の立場から,

次のような点で意義があると考えられる｡第 1に,英国による植民地統治下で自発的な移民に

よって開拓が進められたこの地域は,過去 100年はどの歴史 しか持たず,開拓の当初から小農

園での商品作物生産が地域の重要な経済的基盤をなしてきた｡ このような性格はジョホール州

のマラッカ海峡沿岸低地の多 くの地域に当てはまり,丘陵部のプランテーション地帯,半島各

地の ｢伝統的な｣マレー農村,独立後の入植地,そして近年の都市化地域と相互に関係 し合い

ながら,半島マレーシア社会の重要な構成要素となっている｡

第 2に, この地域が比較的新 しい開拓地であることとも関連 して多様な民族が混在 してお

り,開拓空間における複合社会の形成と維持のプロセスを在地 レベルで考察できるという点で

ある｡ルンギッの地域社会を構成する民族集団のうち中心となるのは,植民地支配下のマラ

ヤ,そして独立後のマレーシアという国家の枠組みの中で ｢マレー人｣化 していくインドネシ

ア各地からの移民集団であるが,商人として来住 し,その後小農経営にも進出する華人集団の

存在も無視 し得ない｡1980年の国勢調査によれば,ムキム ･スンガイ ･プンゴールでは全人口

9) ムキム･スンガイ･プンゴールの領域内にあっても,北東部の新しい開拓地の家々の一部は,ムキ
ム･スンガイ･クルアンのカンポン,JKKKに属している｡
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の 13%, プカン･ルンギッを含むムキム･スンガイ･クルアンでは全人口の23%が華人であ

る｡

筆者の課題は,ルンギッ地域における過去 100年ほどの土地開拓と商品作物を中心とする農

業生産活動に埋め込まれた社会関係を,以下のような点に注目しながら検討していくことにあ

る｡第 1に,この土地に移住し,農業開拓に従事した人々が,特定の自然生態環境,特定の制

度的条件との関連の下にどのような技術を採用し,どのように資本 ･土地 ･労働力を調達 して

小農園経営を維持してきたのか｡第 2に,商品作物の生産活動をめぐって,資本家,商人,小

農園経営主,農園労働者といった人々が登場するが,この地域の人間集団の社会階層をどのよ

うなカテゴリーに分類し,把握すればよいのか｡そして第3に,以上のような議論において,

民族集団というカテゴリーがどのような場面でどのような意味を持っのか,また持たないの

か｡時には,それぞれの民族集団が地域社会の維持において果たす役割や相互作用のありかた

を強調する必要がある場合もあるであろうし,またある時には,各民族集団特有の行動様式,

価値槻,社会経済的性格と考えられてきたものを,特定の地域的,歴史的,制度的条件の下に

相対化し,再検討する必要が生じることもあるであろう｡

従来のマレーシアの農村社会を対象とした実証的研究では,特定の村落を選び,インテンシ

ブな調査を行う,あるいは複数の村落を選び,イクステンシプな調査を行うという方法が一般

的であった｡ しかしながら,強固な社会関係で結ばれた自律度の高い村落が分布する地域でも

なければ,計画的に管理された入植地でもなく,過去 100年程度の開拓地としての歴史を持っ

この地域では,在地レベルでの社会関係をみるうえで,ルンギッという地域社会をベースに考

察を進めていくことが最も生産的だと考えられる｡その際,全体像の把握では既存の統計デー

タやいくっかの区域におけるイクステンシブな調査に頼らざるをえないが,より密度の濃い議

論を可能とするためには,地域社会を構成する人間集団の中から,民族集団や社会階層に留意

しつつ,いくつかの家系や組織を選び出し,それらをめぐる生産関係,社会関係をインテンシ

ブに記述 ･分析していくという方法が考えられる｡

開拓空間における社会関係を理解するうえで,在地の政治的権威の確立とその存在形態を明

らかにすることは,きわめて興味深い課題である｡以下では,地域社会に対して少なからぬ影

響力を持っ,あるジャワ系マレー人の在地権力者に注目し,その権力基盤の 1つになっている

120エーカーの農園経営をめぐる生産関係,社会関係を考察してみたい｡

Ⅲ ある在地権力者の農園経営

1 ある在地権力者

ルンギッ地域の大多数の ｢小農｣が,数エーカー規模のココナツ農園を経営 しているにすぎ
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ない中で, カンポ ン ･パ リッ ･プルパ ッに住む 1927年生 まれの- ジ ･アフマッ ド (Haji

Ahmad) は, オイル ･パームを中心に 120エーカーの農園を経営 している｡ ルンギッ地域に

は50エーカー, 40エーカー規模の農園を経営するジャワ人や華人は散見されるが, 100エー

カーを越えるとなると華人といえども珍 しい｡

彼の父親モ-マッド･パイマン (MohamadPaiman)(1894-1969)は,1916年に東部 ジャ

ワ,ポノロゴ (Ponorogo)近郊スモロト (Sumoroto)のカンポン･ブルンプン (Kampung

Blemben) からこの地にやってきたジャワ人移民の第 1世代である｡ 彼は, 故郷のジャワか

ら移民労働力を調達 してはこの土地の開拓を進め,自らもパ リッ･プルパ ッ,パ リッ･ラピ

ス ･プルパッ (ParitLapisPerpat), スンガイ ･プンゴール, そしてプカン･ルンギッ周辺

に何百エーカーものココナツ農園を保有 していたという｡ そればかりではない｡ ｢この開拓地

で収穫されたココナツは全てパイマンのもとに集まり, シンガポール-送 られた｣といわれる

ように,彼はこの地域のココナツの集荷, さらには食料品 ･生活必需品の販売まで掌握 し,

｢華人ですらパイマンの所へ売 り, パイマンの所から購入 した｣ といわれるほどだったのであ

る｡ ジョホール-やってきたジャワ人移民の中には,渡航費用を農園労働によって償還する,

オラン･トゥプサン (orangtebusan)と呼ばれる人々が含まれており,次第にジャワ人が多

数派 となっていくジョホールの農村では,他の大部分のマレー農村に比べて,より早い段階か

ら経済的な階層形成が進んでいたとされる [Gullick1987:113]｡開拓期のルンギッの地域社

会 もまたこのように特徴づけられるのか,筆者はまだ, この点を実証的に明らかにするだけの

材料を持ち合わせていない｡

第 2次大戦後の英国の植民地再統治下で,パイマンは,ムキム ･スンガイ ･プンゴールの第

4代プンフルの地位につ く｡ この時期のプンフルは,任地を点々とする現在の役人としてのプ

ンフルとは異なり,選挙で選ばれ,在地行政においてさまざまな権限を握っていた｡ジョホー

ルの農村においては,プンフルの職は,地元の有力家族のメンバーによって埋められたが,そ

の当初から在地の長としてより, 州政府の行政官としての意味合いが強かったとされる [loc.

cit.] ｡ パイマンもまた, ダトゥ (datuk), オラン･カヤ (orangkaya)などの称号を与えら

れ, ｢スルタンにきわめて近かった｣ といわれる｡ しかしながらルンギッの地域社会において

も,相当に影響力の大きい人物であったことは間違いない｡

ムキム ･スンガイ ･プンゴ-ルの第 5代プンフルの職には,パイマンの第 1夫人の三男ハ

ジ ･モ-マッド･アスバル (HajiMohamadAspar)(1925-1985)がつ く｡彼もまた選挙で

選ばれたプンフルである｡ パイマンは, 2人の夫人か ら19人の子供をもうけたが, -ジ･ア

フマッドは第 1夫人の四男であった｡ 彼はプンフルの職につ くことはなかったが, 1974年～

1982年にかけてルンギッ地区選出のジョホール州の州議会議員 (ahlidewannegeriJohor)

を経験 し,議員引退後 もUMNO (UnitedMalaysNationalOrganization:連合マレー入国
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民組織)のプルパッ･ラウッ支部長 (KetuaUMNOCawanganPerpatLaut),ルンギッ地

区の小農組合長 (Pengerusi･PersatuanPekebun-pekubunKecilDaerahKecilRengit)な

ど様々な公職についている｡ 彼もまた父親パイマン, 兄アスバル同様 2人の夫人をもち, 14

人の子供をもうけた｡ちなみに彼の第 1夫人はルンギッ地域の東半分を占めるムキム･スンガ

イ ･クルアンの資産家 ･名望家一族の出身である｡

2 ココナツとオイル ･パーム

1992年, ならびに1993年～ 1994年の調査時点で, -ジ･アフマッドの保有する120エー

カーの土地は,ムキム ･スンガイ ･プンゴールのパ リッ･プルパッ,パ リッ･ラピス ･プル

パッ, パ リッ･-ジ･アブドゥル ･ラフマン周辺に散在する17カ所, 22の区画 (lot) から

構成されていた (表 5)｡各区画の面積は最大でも15エーカーほどである｡小農園経営の卓越

するルンギッ一帯では 10エーカーを越える区画はまれであり, 何十エーカー, 何百エーカー

の土地がひとまとまりになった,プランテーション的な経営形態の農園は兄いだすことができ

ない｡ ハジ･アフマッドの農園では, かつては全てココナツが栽培されていたが, 1970年代

の末以降オイル ･パーム-の転換が進み,現在では全体で 119.9エーカーある土地のうち, 9

割にあたる107.9エーカーがオイル ･パーム農園になっている｡

ココナツからオイル ･パーム-転換された農園の位置は,ココナツの間にオイルパームが間

作されている海岸近 くのA2を除き, 全て, パ リッ･-ジ･アブドゥル ･ラフマン付近より

内陸側となっている｡ルンギッ一帯では,ココナツの生産性は海岸線に近い地域の方が高い｡

内陸-向かうほどココナツの木はヒョロヒョロと高く収穫 しにくくなる割に,実のつき方は悪

くなる｡マングローブ林が干拓されるまで高潮時に海水の進入 していた内陸 5kn位の地点,す

なわちパ リッ･-ジ･アブドゥル ･ラフマン付近までは海成の泥土が広 く分布 している｡干拓

が行われてからも水路を伝って海水が進入 し,年に何回かは大雨の後に農園に海水が溢れ出し

て土壌を函養していた｡ムキム･スンガイ ･プンゴールの沿岸部と内陸部をそれぞれ担当する

2人の農業改良普及員の話によれば,この地域の現在のココナツの生産性は,年間 1エーカー

あたり内陸部で平均 2,200個, 海岸部では平均 2,400個ほどであり, さや (sabut) の部分だ

けを取 り除いて種子 (biji)の部分をまるごと華人の仲買人に売 り渡すジュアル ･プラッ

(jualbulat) の場合,種子の小さい内陸部では1992年現在 1個あたり9- 10セント,海岸

部では12セントで取り引きされているという｡

ココナツの栽培から得られる収益は,現在どの程度のものなのだろうか｡農業改良普及員の

推計によれば, 年間 1エーカーあたり2,300個の収穫があり, 1個あたり11セントで販売で

きたとすると,粗収入は年間253番(ringgit:リンギッ)/エーカーとなる｡農作業を農園主自

らが行った場合, ランニング･コストとしては除草剤の年間68番/エーカー位だから, 手元に
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表5 ハジ･アフマッドの保有地

位置 ロット番号 タイトル番号 面積(エ-カ-)A.良. P. 土地利用 N.C. S.C. タイ トル上の土地所有者の変化 現在のタイトル上の土地所有者 抵当権の設定 M.R

Hl 886E1795 02 35H CoNR R37(Ml)S38(C1)Ⅰ49(C2)S50(Ml) S55(Ahmad) 59--60,6ト70,80-,84- 737373

H2 872El474-E3529 1 1 35Co/H CoNROTPR35(Ml)S36(Ml) S49(Ahmad)
Al 873E2729 3 3 35Co Co- R40(Ml)S53(Ml)Ⅰ61(Ml) S61(Ahmad) 63-

Al 874E657 1 3 15Co CoNR R31(C1)S51(1/2Ahmad,1/2Ml) S76(1′2Ahmad,1/2Ahmadの女兄弟5) 56-70

A2 909E641 1 1 25Co/0 CoNR R31(C1)S35(Ml)S37(Ml) S53(Ahmad) 56-7080-,84-
A3 693E1258 3 3 28Co/BaCoNR R32(Ml)Ⅰ35(M3) S48(2′3Ahmadの弟,1/3Ml)

Bl 1312E2229 9 1 260 CoNR R38(Ml)Ⅰ69(Ml)Ⅰ70(Ml)Ⅰ70(Ml) S80(Ahmad)

B2 1260E1554 3 0290 CoNR R36(Ml) S37(Paiman) 37-38,38-43,58づ3,63-7080-.84-48-58,58-づ4,64-づ8

B2 1261E972 2 1 30 CoNR R31(C2)Ⅰ55(C2)Ⅰ57(C2) S69(1/2Ahmadの鼠 1/2C1)
83 809E3528 4 2 00 Co- な し R51(Ml)

83 807E2245 8 1 00 CoCoNROTPR38(Ml)Ⅰ41(Ml) Ⅰ41(Ml)

84 2146G17462 15 1 40 NR R36(M1)Ⅰ68(Ml)Ⅰ80(M7) S80(Ahmad)
85 793E990 12 070 NR R31(C1)Ⅰ55(C1) Ⅰ57(C1)
B6 2229E2210 8 1 280 CoNR R38(Paiman,guardianofAhmad) Ⅰ47(Ahmad)

87 3524E2468 5 2 210 CoNROTPな し R39(Paimanの女兄弟) 39-45,56-70
B7 3525E2484 3 3 190 CoNROTPな し R40(Paimanの女兄弟) 39-45,56-70

88 3413E1627 6 2 60 CoNR R36(Ml)S36(Ml)S67(Ahmadの妹) Ⅰ81(Ahmadの義弟) 81-84-56-70

B9 2926E1693 3 3 60 CoNR R36(Ml)S69(Ml)S76(M2)S77(M2)S79(M2)S80(M2)

石lo2902E2607 3 2 350 CoNROTPR40(Ml)Ⅰ69(Ml) S83(Ahmadの妻)

Bll2907E1803 5 3 360 CoNR R37(Ml)S43(Ml)S43(Ml) S50(Ahmad)
8122091E1908 7 040 CoNR R37(Ml) S53(Ahmad) 80
B121942E1909 6 2 200 CoNR R37(Ml)S53(Ahmad) S83(Ml) 56-70 80

7k
Bj
‥
･}
u
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-

三ヽ
トー

故
耳
か
針
か
尉
碁
蔀
j
]軸

o)紬
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注 :1)位置は図2に対応｡

2)タイトル番号 :E:EMR G:Grant
3)面積:A:ACre R:Rood P:Pole(lAcre-4Rood,lRood-40Pole)
4)土地利用:H:宅地 Co:ココナツ Ba:バナナ 0:オイル ･パーム

5)N.C.(NatureofCultivation)

6)S.C.(SpecialCondition):NR:NoRubberNROTP:NoRubber,Oilpalm,Tapioca,Pineapple
7)タイトル上の土地所有者 :M:MalayC:ChineseMlはマレー系が1人を意味する R.･登記 S.･売買による譲渡 I.･相続に関係する譲渡 数字は西暦の下 2桁
8)M.R∴ マレー･リザベーション

9)1993年～1994年の調査による｡
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185番残ることになる｡ 除草作業で人を雇い (年間 30番/エーカー), 収穫作業にも労働者を

使って粗収入を折半 した場合, 農園主の手元には年間 298/エーカーしか残 らない (253÷2

-68-30)｡ 仮に5エーカーの農園を持っていて, 作業を自らの手で行ったとしても, 収益

は年間 925番, 月額で77番ほどである｡人を雇っていては, 月額 12番にしかならない｡ 1992

年のジョホール州の農業統計からは, 5エーカーのココナツ農園から得 られる収益として月額

67番という数字が得 られるが,同じく5エーカーのオイル ･パーム農園を経営 した場合,収益

は月額 222番,カカオ農園では198番,コーヒーでは158番,パイナップルでは294番となる｡

すでにみたようにルンギッ地域のココナツ農園の約半数がカカオやコーヒー,パイナップル,

バナナなどを間作 しているのは,オイル ･パームに転換できない場合,ココナツにこれらの間

作作物を加えて, ようやく5エーカーの農園で月 200- 300番程度を確保できる状況だからで

ある｡

1960年代にはココナツの価格が 1個あたり50セントを記録 したことがあった｡ ココナツの

生産性も少なくとも現在の2倍はあった｡ココナツの生産性が低下 した理由について,ほとん

どの村民が語る共通の見解は, ジョホール西部 IADPの完了によって水門が整備された結果,

ココナツ農園が海水によって函養されることがなくなったというものである｡最近の気候が以

前に比べてより暑く,より雨が少なくなっているという人もいる｡いずれにせよ,少なくみて

も1960年代にココナツ農園から得 られた収益は,現在の 10倍はあったことになる｡ 5エー

カーの農園があれば,月 770番という所得を手にできたのである｡当時としてはこの額は決 し

て少なくない｡ココナツ経済の興隆がルンギッの地域社会にどのような影響を与えたのか,輿

味深い問題である｡

1970年代に入り, ココナツの価格が低迷 し, 生産性が著 しく低下して行 く中で, 植え換え

のための資本の調達が可能なうえに,ある程度の経営面積をもち,収穫が可能になるまでの数

年間を持ちこたえることができる農園主たちは,オイル ･パームへの転換を積極的に進めて

いった｡最近では,沿岸道路 (タンパッ)より海寄りの地域でも,華人の農園を中心に,ココ

ナツを伐り倒 し,オイル ･パームの苗を植え付けている光景があちこちでみられるようになっ

ている｡-ジ･アフマッドは,こうした,ココナツからオイル ･パーム-の転換を積極的に進

めた農園主の 1人である｡

-ジ･アフマッドの,およそ 108エーカーのオイル ･パーム農園から得 られる収益はどの程

度のものなのだろうか｡生産高には,いくらかの季節性があり, ピークの6月から9月には月

70-80トン, 最も少なくなる1月から3月にかけては月40トン程度となるが, 平均すれば

月 60トン,年間で 720トンとなる｡オイル ･パームの仲買人への売 り渡 し価格は,1992年 1

月には 1トン185番, 7月には160番, 8月には135番と変動 しているが, ここでは年間平均

140番として計算すると,粗収益は年間 100,800番となる｡収穫の労働賃は308/トンで年間
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21,600番,除草剤 ･肥料 ･雑役費は年間 344番/エーカーで全体で37,152番,以上ランニングコ

ス トだけ考えた場合, 手元に残るのは年間42,048番, 月額にして 3,504番の収入ということに

なる｡ 1エ-カーあたりにすれば年間389番であり, この額はココナツとは比べものにならな

い｡

3 ルンギッ地域における土地登記

-ジ･アフマッドが 120エーカーの農園をどのような形で獲得 し,保有 しているかを知る上

で重要な情報を提供 してくれるのが, 1筆 1筆の区画に対 して与えられている土地権利証書

(documentoflandtitle)である｡ ここでは旧マレー連合州における土地関係法規をおおむ

ね踏襲 しながらも,いくぶん異なる道を歩んだジョホール州の土地制度の歴史を詳細に論 じる

ことはしないが,-ジ･アフマッドの農園が分布するムキム ･スンガイ ･プンゴールを例に,

この地域における土地登記の概略を明らかにしておきたい｡

現在マレーシアでは,形式的に各州のスルタンに帰属する土地は,私人または法人が州政府

からの払い下げ (alienation)を受けるというかたちで,実質的な土地所有権 (landpropri-

etorship)が成立 している [堀井 1991:60-61]｡払い下げの際に与えられ,土地所有権の

証拠となるタイ トル (title)にはいくつかの種類があり,大きく2つのグループに分けること

ができる｡すなわち,州 レベルでの登記所 (theRegistryoftheState)にその原本が保管さ

れ, タウンシップ ･エリア (town(bandar)land,village(pekan)land), あるいはエス

テー トや鉱山など,農村部 (countryland)の 10エーカーを越える区画に対 して与えられる

登記所タイトル (RegistryTitle)がその 1つであり, もう1つは,県 レベルでの土地事務所

(landoffice)にその原本が保管され,農村部の 10エーカー以下の区画に対 して与えられる,

土地事務所タイトル (LandOfficeTitle)と呼ばれるものである｡

半島マ レーシア各州の土地法規を一本化 して 1965年に成立 した国家土地法 (NLC-

NationalLandCode)のもとでは,登記所タイトルにはさらに,永代譲渡のGrant(Geran)

と,期限つき譲渡のStateLeaseの2種類のタイトルをみることができる｡ 同様に,土地事務

所タイ トルにも永代譲渡のMukim Grant(GeranMukim)(以下 MG/GM と略記) と,期

限つき譲渡のMukim Leaseの2種類がある｡ これら4種類のタイ トルは,測量局 (Survey

Department) による最終的な測量が終了した後に与えられるもので, 最終タイトル (Final

Title)と呼ばれるものである｡ このほかに,将来最終タイ トルに切り替えることを前提とし,

仮の測量が終了 した時点で暫定的に与えられる,条件っきタイ トル (QualifiedTitle)と呼ば

れるものがある｡ 最終登記所 タイ トルの Grant,StateLeaseに対応するのは,Qualified

Title(Registry)(HakmilikSementara(Daftar))(以下 QT(R)/HS(D)と略記)であり,

最終土地事務所 タイ トル MG/GM に対応す るのは QualifiedTitle(Mukim)(Hakmilik
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Sementara(Mukim))(以下 QT(M)/HS(M)と略記)である｡法的には,条件つきタイ ト

ルを与えられた時点で払い下げは完了 したとみなされ, 土地所有者 (landproprietor) は,

タイ トルに記載された条件の範囲内で,最終タイトルを得たのと同じように土地権益を行使す

ることができる｡条件つきタイ トルの発行は,測量の遅延によるタイトル申請者の不利益を回

避するためのものとされている [FederalLandsandMinesDepartment1980:93]｡

NLC以前の土地法規のもとで登記されたタイ トルのなかにも,現在有効なものが大量にあ

る｡ 1926年のマレー連合州土地法 (FederatedMalayStatesLandCode)の適用を受けな

いジョホール州では, 1910年の土地法 (LandEnactment)がその根拠となるが,最終登記

所タイ トルにあたるものとしては,Grant,StateLease,CertificateofTitleがあり,最終土

地事務所タイ トルにあたるものとしては,EMR(Extractfrom theMukim Register)が知

られている｡ルンギッ地域では,おもに戦後に開拓の進んだ北東部の泥炭地と,沿岸部の堤防

よりさらに外側の海辺の土地を除いて最終的な測量が終了 し, スタンダー ド･シー ト (stan-

dardsheet)と呼ばれる地籍図 (lotmap)が作成されている｡ このような地域には,基本的

には永代譲渡の最終タイ トルが与えられており,その中JLlはEMRである｡ また,プカン･ル

ンギッにはタウンシップ･エリアが指定されており,この区域のタイトルは,ジョホール ･バ

ルの土地 ･鉱山局 (PejabatTanahdanGalian)で原本の保管と登記がなされる登記所タイ

トルとなる｡

プカン･ルンギッにある土地 ･県事務所支所には,バ トゥ･パ-ッ県東南部の3つのムキ

ム,ムキム ･スンガイ ･クルアン,ムキム ･スンガイ ･プンゴール,ムキム ･カンポン･パル

の土地登記簿が保管 されている｡EMRの原本である土地登記簿は,ムキム ･レジスター

(RegisteroftheMukim)と呼ばれている｡ルンギッ地域の東半分をなし,-ジ･アフマッ

ドの農園が分布するムキム･スンガイ ･プンゴールの場合, 200件ずつまとめた冊子が20冊,

合計 3,890件が登記されており, 最 も古いN0.1の登記は 1929年 6月 1日, 最後のNo.3907

の登記は国家土地法 (NLC)発効直後の 1966年の9月22日となっている｡ もっとも最後の

頃になると何らかの理由で登記が遅れたり,いまだに日付が入っていないものがあり,日付が

入 っているうちで最 も新 しいのは 1980年である｡土地の分筆,合筆,あるいはいったん

statelandとして接収された土地の再払い下げなどのケースを含まない,ある土地の新たな払

い下げにともなうEMRの登記に限ってみると, その数は全部で3,641件であり, このうち,

1929年～ 1941年 までの戦前の英国植民地下で,全体の82% にあたる2,877件,1942年～

1945年の日本軍の占領下で 164件,戦後の 1947年以降に600件の登記がなされている｡な

お,日本軍の占領下では全部で 170件の登記がなされたが,古いタイトルの切り換え分 6件を

除く164件すべてが戦後無効となり,その大部分が改めて登記 しなおされている｡

ムキム･スンガイ ･プンゴールでは, 1966年に始まるMG/GMの登記は1993年 12月現在
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148件になるが, ほとんどは古いEMRの切り替えであり,新たな土地の払い下げに伴うもの

は21件にすぎない｡ また, 小農園経営の卓越するこの地域ではGrant/Geranの登記はまれ

であり, これまでに26件 しかなされていない｡ このうち新たな払い下げに伴うものは, 1931

年～1939年にかけての20件のみである｡ 1区画でもっとも広い面積のものは, 65エーカー

余もあったが,1984年に6つの区画に分筆された｡将来,Grant/Geranへの切り替えを前提

とするQT(R)/HS(D)も当然その数は少なく, 現在有効で新たな払い下げに伴うものは3件

にすぎない｡QT(M)/HS(M)は1966年以降に1,616件登記されているが,このうち最終タイ

トルへの切り替えが行われず現在も有効なのは1,589件, さらにこのうち新たな払い下げに伴

うものは1,384件であり,おもに北東部の泥炭地と海辺の区画に対 して与えられている｡ かつ

ては, ほとんどがMG/GMへの切り替えを前提としたものであったが, 1987年以降は99年

間のMukimLeaseへの切り替えを前提とするものが大半になってきている｡ なおこれまでの

ところ,ムキム･スンガイ ･プンゴールにはStateLease,MukimLeaseは存在せず,最終タ

イトルは,全て永代譲渡である｡

NLC施行以前の 1910年ジョホール州土地法のもとでは,最終タイトルに先行するものとし

て,AO(ApprovedOccupants),DP(DafterPermohunan-RegisterofApplication),

SS(SuratSemantara-QualifiedDocument)などが知られている｡ このうちムキム･スン

ガイ ･プンゴールについては,AOは 1932年～1966年,DPは 1922年～1937年,SSは

1922年～1928年にかけて登記されており,AOの原本であるRegisterofApprovedOccu-

pantsとSSの原本は,プカン･ルンギッの土地 ･県事務所支所に保管されている｡ DPは,

バ トゥ･パ-ッの土地 ･県事務所に保管されているとのことであるが,まだ現物を確認 してい

ない｡AOはFMS土地法のAA (ApprovedApplications)にあたるものである｡AOに名

前を記載された私人または法人は,最終タイトルの獲得を約束されているものの,まだその土

地のalienationを受けて土地所有者 (proprietor) となったわけではなく, 土地権益の行使

もできない点に,NLCのもとでのQTとの違いがある｡SSについては,これをタイ トルの存

在を証明するものではないとする見解があるが [Das1963:477],最終タイトル同様,土地権

益の行使が行われ,所有権の移転等がみられる点に注意が必要である｡

ジョホール州では, 1910年の土地法以前には体系的な土地関係法規は存在しないが, いく

つかの方法によって土地の占拠が公的に認知されていた｡マレー系や華人によって占拠された

小農園は,地代 (rent)の支払いは行われなかったものの,生産物の価格の 10%を越えない

範囲の土地使用料 (royalty)を支払うことによって限定的な土地所有権が認められていたと

いう [Nugent1930:47] ｡ ルンギッ地域において,1910年以前にこのようなかたちでの土地

占拠がみられたかどうかは定かでないが,この地域における土地開拓の初期の状況を検討する

には,EMRやGrantのみならず,1920年代の状況を記録 したSSや,それ以前の状況を示し
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た史料の発掘が必要となってくるであろう｡

4 農園の保有構造

表 5は,-ジ･アフマッドが保有する各区画について,おもにそれぞれの土地権利証書から

得 られる情報を一覧にまとめたものである｡マレーシアでは 1つの区画に対して複数の所有者

が認められ,それぞれがその土地に対する一定の割合の権利 (undividedshare)を有する場

合がある｡それぞれのシェアは独立に譲渡することが可能で,ある区画の半分だけが次々に所

有者を変えたり,さらに細分化されたりというようなこと､が起こる｡表 5には共同所有者があ

る場合にはその数,-ジ･アフマッドとその親族が関係する場合にはそれぞれのシェアを掲げ

ているが,面積の欄には,実際にハジ･アフマッドが保有 している分だけを計上 してある｡ 1

つの区画に複数の所有者がいる場合,景観的にも溝などを作って分離 している場合もあれば,

そのようなことが全 く行われていない場合もある｡

まずタイ トルの種類であるが, 区画の面積が 15エーカーを越え, grantが与えられている

LotNo.2146を除いて,全てEMRである｡LotNo.793は区画の面積が 10ェ-カーを越えて

いるにもかかわらず,与えられているタイ トルはEMRとなっているが, このようなケース

は,ルンギッ地域においてはそれほど珍 しくない｡FMS土地法と異なり,1910年のジョホー

ル土地法では, 100エーカーを越えないロットに対してはEMRを発行 しうることが規定され

ている｡ 実際にはFMSと同様 10エーカーが目安となっていたようだが [Nugent1930:48],

その基準は絶対的なものというより,様々な条件を考慮 して,土地行政の側で柔軟に運用 した

ようである｡

マレーシアの土地権利証書には,区画の位置,面積,地代,土地所有権の所在,その土地に

関する利害関係の存在といった基礎的な情報とともに,その土地の利用に関する様々な制約条

件が記載されている｡NatureofCultivationにはその土地の土地利用が明示されており, こ

れがまたその土地に対する地代算出の基礎ともなっている｡ -ジ･アフマッドの保有する各区

画は,grantが与えられているLotNo.2146を除いて全てココナツであるが,おもに 1930年

代に登記されてから1970年代後半にいたるまでは,この地域では実際にココナツ農園がほと

んどであった｡ 1970年代後半以降, 一部の農園でオイル ･パームへの転換が進むが, タイ ト

ルのうえで土地利用の変更を行っている土地所有者は,筆者の印象ではあまり多くない｡ココ

ナツからオイル ･パーム-の変更は自己申請であるうえに,地代が2倍になることも影響 して

いると考えられる｡-ジ･アフマッドの場合も全面積の90% をオイル ･パームに転換 してい

るが,タイ トルのうえでの変更は行っていない｡

NatureofCultivationと連動 して当該区画の土地利用を規制 しているのが,SpecialCon-

ditionである｡ -ジ･アフマッドの保有する各区画の場合,LotNo.873とLotNo.809の2
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等を除いて,全て,｢ゴムの裁植禁止｣ または ｢ゴム, オイル ･パーム, タピオカ,パイナッ

プルの栽植禁止｣ という条件が付 されている｡筆者がムキム ･スンガイ ･プンゴールのムキ

ム ･レジスターを番号順に閲覧 したところでは,1929年に登記が始まって以来ほとんどの区

画に ｢ゴムの裁植禁止｣ という条件がみられ,1938年以降はこれが ｢ゴム,オイル ･パーム,

タピオカ,パイナップルの栽植禁止｣ となる｡ スチーブンソン計画 (1922年～1928年)に始

まり日本軍の占領にいたる期間は,英国植民地政府が, ゴムの新たな栽植を禁止するなど,断

続的にゴムの生産を規制 したことで知 られる [Kato1991:124-125]｡ジョホール州において

政府によるゴム生産規制の影響が,地域社会のレベルでどのようなかたちで現れたかは今後の

検討課題であるが,ルンギッ地域においてココナツ農園が卓越する背景として十分に考慮する

必要があるであろう｡筆者はすでに,ルンギッ地域とさして生態環境が異なるとは思われない

西隣のスンガラン地域,東隣のベヌー地域では,少 し内陸に入るとゴム農園が卓越するのに対

し, ルンギッ地域では内陸部までココナツ農園が広がっていることを指摘 した｡EMRの登記

が, ルンギッ地域の東半分をなすムキム ･スンガイ ･クルアンでは 1927年から始まり, 1929

年に始まるムキム ･スンガイ ･プンゴールと大差がないのに対 し,スンガラン地域の東半分を

なすムキム ･カンポン･パルでは 1912年に始まっている点,土地の開拓 ･登記のタイ ミング

と政府の規制の関係を示唆するものとして興味深い｡

次に,-ジ ･アフマッドが保有する各区画のタイ トル上の所有者 と,その獲得の経緯を考察

してみたい (表 5,表 6)｡ まず第 1に注目すべき点は,-ジ ･アフマッドが,数百エーカー

の土地を保有 していたといわれる父親パイマンか ら譲渡された土地は,1938年にパイマンが

アフマッドの後見人 (guardian) として登記 し, 1947年に20歳になったアフマッドに譲渡

した LotNo.2229の 1筆, 面積にして全体の 7% しかないということである｡ パイマンは

19人の子供をもうけ 1969年に死去 したが,その資産の相続手続 きはいまだに完了 していな

い｡-ジ ･アフマッドが保有する土地の中には,パイマン名義の土地 とパイマンの女兄弟名義

の土地があわせて 12.5エーカーあるが, これをパイマンか らの相続分 として加えても,21.1

表6 -ジ･アフマッドの保有地の所有者名義別構成

タ イ トル上 の所 有 者
面 積 (ェ-カー)

A. R. P.
率
)%

比
(

ハジ･アフマッド(購入)

ハジ･アフマッド(パイマンより譲渡)

パイマン,パイマンの女兄弟

ハジ･アフマッドの妻,弟,義弟
第三者

1

8

2

2

5

5

1

1

3

0

1

2

2

0

3

8

9

4

3

2

2

3

3

7

1

0

9

4

1

1

2

合 計

注 :1993年～1994年の調査による｡
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エーカー,全体の面積の18%にしかならない｡

一万,-ジ･アフマッドが自らの名義で購入した土地は51.0エーカー,全体の43%にのぼ

る｡このうちアフマッドが20歳台～30歳台前半であった1949年～1961年に購入した土地が

24.5エーカーと約半分,オイル ･パームへの転換を進めた1976年～1980年にかけて購入した

土地が26.5エーカーと残りの半分になっている｡ このほかに, -ジ･アフマッドの妻, 弟,

義弟名義の土地が 12.5エーカー,全体の面積の10%ほどある｡ これらはいずれも相続された

ものではなく,第三者から購入されたものである｡ さらに,-ジ･アフマッドが保有する土地

の中には第三者の名義になっているものが35.2エーカーと全体の29%もあるが, これらの土

地の中には,過去において実際には売買が成立しているにもかかわらず,所有者名義の変更が

行われていないものが含まれている｡ 12エーカーあまりの面積をもっLotNo.793がその例

で,タイトル上の所有者である華人は,現在ではこの土地を離れホンコンで暮らしている｡

なお,ルンギッ地域を構成するムキム･スンガイ･プンゴール,ムキム･スンガイ･クルア

ンには,区域としてのマレー･リザベーション (MalayReservation)は設定されていない｡

民族に関係なく土地の売買が行える,いわゆる自由土地保有 (freehold)地域であり,華人と

マレ一系住民との間でも頻繁に土地の取り引きが行われている｡ しかしながら,マレー･リザ

ベーションは連邦憲法第89条の規定により,その土地に利害関係を有する者全ての同意があ

れば,土地所有者の申請によりその区画のみをマレー･リザベーションとして指定することが

できる [FederalLandsandMinesDepartment1980:69]｡ルンギッ地域にはこのようなか

たちでマレー･リザベーションとなっている区画が散在している｡ハジ･アフマッドが保有す

る土地の中にも1973年に指定されたものが3筆,1980年に指定されたものが2筆存在する｡

マレー･リザベーションに指定されると地代は半額になるが,それはいうまでもなくその土地

の資産価値の減少を反映したものである｡現実にどのような場合にマレー･リザベーションの

申請が行われているかは今後の検討課題としておきたい｡

5 ハジ･77マッドの資産形成

ここで,-ジ･アフマッドが,どのようにして資産形成を行ってきたかという点について考

えてみたい｡ハジ･アフマッドの父親パイマンは,すでにみたようにルンギッの地域社会にお

いて絶大な権力をふるったプンフルであり,自ら何百エーカーものココナツ農園を経営してい

たが,現在-ジ･アフマッドが保有する120ェ-カーの土地のうち,パイマンからの相続とみ

なせるものは2割にも満たない｡残りの多くは自らの手で購入したものである｡バイマンの残

した土地は,登記上はまだ相続が完了していないが,現実には,子供たちの間である程度は分

配されているとみられる｡実は-ジ･アフマッドには,これまでに検討した120エーカーの他

にも,パイマンとその親族名義の土地など,彼が実質的な所有者となり,第三者に使用を認め
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るなどしている土地がかなりあるようだが,その詳細は今後の調査によらねばならない｡ここ

で考えてみたいのは,彼が新たな土地を購入するための資金とノウ-ウをどのようにして手に

入れたか,という点である｡

表 5をみるとわかるように,ハジ･アフマッドは自らが保有する土地を担保に,頻繁に資金

の調達を行っている｡相手としては戦前にはインド人金融カーストのチェティア (chettiar),

戦後になると華僑銀行や地元のバ トゥ･パ-ッ銀行,太平銀行,そして農業銀行などが登場す

る｡ ルンギッの土地 ･県事務所支所に保管されているムキム･レジスターを閲覧 したところで

は,このように土地を担保に資金を調達しているケースは,華人の所有 している区画において

圧倒的に多 く,マレー系の所有 している区画ではそれほど多くない｡プカン･ルンギッの土

地 ･県事務所支所のベテランのレジストラー (registrar)の言葉を借りれば,｢このような行

動をするのは, 華人とパイマンー-ジ･アフマッド一族 しかない｣｡ このような見方には若干

の誇張があるにせよ,華人とマレー系,あるいはマレ一系内部での資産形成の差異,階層分化

を考えるうえで,重要な論点になると考えられる｡

-ジ･アフマッドと華人との関係について補足 しておけば,彼はルンギッ地域においてマ

レー系を対象とした中等教育施設がなかったために,華人学校で学んでいる｡ そのため彼は,

日常会話程度は華語を操り,華人の友人も多い｡現在-ジ･アフマッドの主要な収入源として

は,オイル ･パームの農園経営のはかに,農道や,水路にかかる小さな橋の建設請負がある｡

1つには, 農業インフラストラクチャーの整備を主眼とした, ジョホール西部 IADPの実施

と,ブミプトラ優先の入札制度,そして彼自身の政治的立場を最大限に生かしながら,資産の

形成を図っているという側面がある｡ しかしながら,ここで見落としてほならないのは,自ら

請負会社の会長に就任する一方で,華人の元港概排水局 (JabatanPengairandanSaliran)

の役人をサイド･マネ-ジャーに登用し,華人のネットワークとノウ-ウを最大限に活用して

いるという点である｡-ジ･アフマッドはこれまでにも中古車の販売会社やココナツ･オイル

の工場経営を試みたことがあったが,その際も同様であった｡-ジ･アフマッドやその父親パ

イマンが資産の形成を基盤に在地での権力を確立 していく過程で,華人がどのようなかたちで

関わってくるのかは,興味ある問題である｡

6 農園労働者

-ジ･アフマッドが保有する120エーカーの土地のうち,海岸よりのココナツ農園では,自

家用を除いて,現在ほとんど収穫は行われていない｡すでにみたように最近のココナツの低価

格では,労働者を雇って収穫 しても,大した収入が得られないからである｡ココナツ農園の一

部にはバナナが間作されているが,その管理から収穫にいたる一切は第 2夫人の3男スハル ト

(Suharto)(1966-)によって行われている｡そこからあがる収益もまた,すべてスハル トの
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ものとなる｡一方,オイル ･パーム農園の経営と管理は,1991年 11月以降,第 1夫人の長男

アミール (Amir)(1957-)に任されている｡その前は-ジ･アフマッド自らが経営と管理に

あたっていた｡ アミールは1978年から1991年まで 13年間FELDAの職員を務めたが, その

後,-ジ･アフマッドの後継者として村に呼び戻されたのである｡1992年の調査の際には,

アミール自らしばしば農園に出かけ,労働者たちを監督する姿をみることができたが, 1年後

の1993年～1994年の調査の際には,-ジ･アフマッドから独立 して公共事業の建築請負会社

を設立 し,そちらのビジネスに多くの時間をさくようになっていた｡

1992年 7月～9月の調査の時点で,-ジ･アフマッドの経営するオイル ･パーム農園には

12人の労働者がいた｡彼らは3つのグループに分かれ,朝8時すぎから12時頃までと,午後

の2時から5時頃まで作業する｡ 彼らに支払われる賃金は, 1トンあたり30番に固定されて

おり, 4人で作業 したならば,作業内容や経験,年齢に関係なく4人の間で均等に分割する｡

ハジ･アフマッドの農園でのオイル ･パームの生産が月平均 60トンということであるから,

彼らに支払われる賃金の総額は,月平均 1,800番,これを 12人で均等に分けたとすると,1人あ

たりの収入は,月平均 150番ということになる｡

表 7は,ハジ･アフマッドの農園で働 く労働者たちの社会的背景をまとめたものである｡12

人の労働者の中には, 3組の親子が含まれている｡ まず第-に気づくのは, 12人中9人まで

が, 1980年以降にインドネシアからやってきた人々であるという点である｡ それ以外の3人

のプロフィールは次のようなものである｡ -ジ･アフマッドの第2夫人の長男で, 1975年か

ら1990年まで 15年間港概排水局の職員を務めた後,個人的な事情から退職 して農園労働に従

事するようになったプアン (Buang)(1957-),プルパッの隣のカンポン,カンポン･スンガ

イ･プンゴールの貧 しい家庭に生まれ,11歳の時に-ジ･アフマッドの養子となったジャミ

ル (Jamil) (1975-), ムキム･スンガイ ･プンゴールの北部にあるカンポン･パ リッ･ラピ

ス･スリ･ダラム (KampungParitLapisSriDalam)の出身で 1978年から-ジ･アフマッ

ド農園で働 くようになったサパ リ (Sapari)(1932-)｡このうちジャミルは独身であるが,プ

アンはすでに結婚 し, 4人の子供がいる｡サパ リは現在妻との2人暮らしで, 6人の子供たち

はみな独立 した｡

インドネシアからの労働者たちは,1991年に妻と子供を残 して単身ジョホールにやって来

た東部ジャワ,ブリタール(Blitar)出身のダマッ･ア･ディアント(DamatADianto)(1958-)

を除き, プカン･パル (PekanBahru), カンポン･スラッ･パンジャン (KampungSelat

Panjang)など対岸のスマトラからやって来た人々である｡ただし注意 しなくてほならないの

は, ダルラン (Darlan)(1927-) とサブラン (Sabran)(1929-)はもともとこの地域の出

身だという点である｡ パリッ･プルパッ出身のダルランは, 1941年に日本軍が進攻 した際に

スマトラに逃れ, 1981年に息子のシルカム (Silkam)(1958-) とともにこの地域に戻った｡
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表7 ハ ジ ･アフマ ッ ドの農園 の労働者

番号 名 前 年齢 出 生 地 略 歴 家 族 就 業 状 態

1 Buang 35 Kg.Pt.Perpat,Rengit, 港淑排水局職員 (1975-1990) (ハジ.アフマッド第2夫人長男) ハジ.アフマッド農園の一画でバナナ,
BatuPahat,Johor 妻,子供 4人 ヤムイモ,タピオカ栽培

2 Arbain 53 Kg.SelatPanjang,Riau,Su血atra,Indonesia 1980年 ジヨホ-ルヘ 妻,子供 4人 ハジ.アフマッドのための雑役

3 Baharubin 13 Kg.SelatPanjang,Riau,Sumatra,ⅠndoIーeSia 1980年ジョホールへ (アルパインの息子) ハジ .77マッドのための雑役

4 Azuan 19 Sumatra,Indonesia 1986年ジョホールへ 単身 ハジ .77マッドのための雑役

5 ~Jami1 17 Kg.Sg.Punggor,Rengit,BatuPahat,Johor 1986年か らハ ジ .アフマ ッドの所へ 単身 ハジ .77マッドのための雑役

6 Razali 20 PekanBaru,Riau,Sumatra,Indonesia 1991年ジョホールへ 単身 ハジ .77マッドのための雑役華人の農園でも働 く

7 DamatADianto 34 Blitar,JawaTimur,Indonesia 1991年ジョホールへ 秦,子供 1人 (インドネシア在住) ハジ .アフマッドのための雑役華人の農園でも働 く

8 Sapari 60 Kg.Pt.LapisSriDalam,Rengit,BatuPahat,Johor 1978年か らハ ジ .アフマッ ドの農園で働 く 妻 (6人の子供はすでに独立) ハジ .77マッドの農園のみで働 く

9 Darlan 65 Kg.Pt.Perpat,Rengit,BatuPahat,Johor 1941年インドネシアへ1981年ジョホールに戻る 妻,息子夫婦,孫 5人 ハジ .77マッドの農園のみで働 く

10 Silkam 34 Sumatra,Ⅰndonesia 1981年ジョホールへへ (ダルランの息子) ハジ .77マッドの農園のみで働 く

llSabran 63 Senggarang,BatuPahat, 1941年インドネシアへ 妻,息子夫婦,孫 1人 小農園 (4エ-カー)経営
Johor 1983年ジヨホ-ルに戻る 他のジャワ系マ レー人の農園でも働 く

注 :1992年 7月～9月の調査による｡
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他の子供たちは現在もインドネシアにいる｡ルンギッ地域の西隣,スンガラン出身のサブラン

も同様に1941年にスマトラに逃れ, 1983年に息子のパイン (玉ain)(1952-) の家族ととも

にこの土地に戻った｡ 6人の子供のうち4人はマレーシア, 2人はインドネシアにいる｡サプ

ランには父親から相続した土地が 4エーカーほどある｡スマ トラのカンポン･スラッ･パン

ジャン出身のアルパイン (Arbain)(1939-), バ-ルビン (Baharubin)(1979-) 親子は

1980年に家族でジョホールにやってきた｡何カ所かの農園を点々とした後-ジ･アフマッド

の農園で働 くようになった｡アルパインの長女は,-ジ･アフマッドの家に住み込みで働いて

いる｡ アズアン (Azuan)(1973-) とラザリ (Razali)(1972-) はそれぞれ 1986年と1991

年に単身でスマトラから渡ってきた｡彼らの他にも数年前にインドネシアに戻った単身の農園

労働者が何人かいたという ｡ 彼らのように単身でインドネシアからやってくる場合,数年でま

たインドネシアに戻るというパターンが多いようである｡

-ジ･アフマッドの農園労働者たちは,-ジ･アフマッドの家に住み込んでいるジャミルと

アズアンの2人を除き,農園の一画に建てられた家屋に,家族ごとに入って暮らしている｡単

身のラザリとダマッだけは一緒の家に暮らす｡それぞれの家屋は1軒 1軒別々の区画にあり,

付近の小農園を経営する土地持ちの家屋と混在 している｡12人の農園労働者の中には,-

ジ･アフマッド以外のジャワ人や,華人の農園でも働いている者がいるが,-ジ･アフマッド

の農園の中に家屋を与えられ,生活 しているという意味で,また程度の差こそあれ生活の様々

な面においてハジ･アフマッドの支援を受けているという意味で,他の農園主に対するより

ち,-ジ･アフマッドに対してより近い関係にあるとみることができる｡このような関係を単

なる賃金の支払いを介 した農園主と農業労働者の関係とみることはできない｡もっとも,養子

として-ジ･アフマッドの家に住み込んでいるジャミルや,もともとインドネシアの出身であ

る労働者たちと,もともとはルンギッ一帯の出身である労働者たちの間では,-ジ･アフマッ

ドとの関係のありかたにいくらかの違いがあるようである｡前者は,農園労働だけでなく大工

仕事やクンドゥリ (kenduri:会食)の準備など-ジ･アフマッドの家の様々な雑役に動員さ

れるのに対 し,後者はそのようなことはない｡

以上みたように,一口に農園労働者といっても,その社会的背景や,農園主との関係は一様

ではない｡-ジ･アフマッドのケースのように農園主の実子や養子もいれば,新 しくインドネ

シアから渡ってきた労働者たちもいるOその一方で,地元ルンギッ地域出身の土地なし労働者

もいれば,自らも数エーカーの農園を保有する小農園主兼農園労働者というケースもある｡農

園労働力の析出過程には,いくつかのパターンが考えられそうである｡ 農園主と労働者との関

係にしても,単に賃金の支払いだけを介した関係から,農園主が労働者に対して社会的な庇護

を与えるような関係まで,両者の社会的なっながりには濃淡様々なものがあるとみてよいだろ

う｡
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永田 :ジョホールにおけるある在地権力者の農園経営

Ⅳ お わ り に

筆者の研究の目的は,ジョホール州のマラッカ海峡沿岸低地に位置するルンギッの地域社会

を題材に,在地 レベルでの多民族共存社会のありかたと,その変動を規定する要因を文化 ･政

治生態学の枠組みを用いて明らかにすることにある｡ 本稿ではこのような課題に接近するため

の 1つのステップとして,ルンギッの地域社会を構成する多様な民族集団,社会階層の中か

ら,地域社会に対 して少なからぬ影響力をもつ,あるジャワ系マレー人の在地権力者に注目

し,その権力基盤の 1つになっている120エーカーの農園経営をめぐる生産関係,社会関係を

考察した｡

まず第 1に注目すべき点は,この人物の父親は,ルンギッ地域の政治経済に絶大な権力をふ

るったプンフルであり,かっ数百エーカーのココナツ農園を経営する資産家でもあったが,現

在のこの人物の資産の多くは,父親からの直接的な遺産ではないという事実である｡彼がルン

ギッの地域社会において父親から受け継いだ政治的権力,マレーシア国家が ｢マレー人｣に対

して与えた政治的優位を最大限に享受する一方で,きわめて華人的といわれる行動をとり,華

人のノウ-ウやネットワークを活用することによって資産の形成と権力の維持を図ってきたと

いえる｡一方華人の側からみて,マレー人の政治的優位のもとにある地域社会がどのような意

味をもつのかは,今後の検討課題としておきたい｡
第 2に注目すべき点は,この在地権力者の農園に働 く労働者たちの社会的背景が一様ではな

いという点である｡ そこには,インドネシアからの新 しい移民もいれば,地元出身の土地なし

労働者,小農園主もいる｡ これらの社会集団がどのようなかたちで析出されてくるのかは興味

ある問題だが,同時に,農園主であるこの在地権力者とこれらの農園労働者との関係が,単な

る経済的関係だけではなく,濃淡さまざまなレベルでの政治的社会的関係をはらんでいるとい

う点は,記憶にとどめておくべきであろう｡さらにこのような関係が華人の農園主と華人の農

園労働者,あるいはマレー人の農園労働者との間ではどのような性格をもちうるか,という点

についても今後検討を進めていくことにしたい｡
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